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株主還元方針の変更及び自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 
（会社法第 459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、2022 年４月 14 日付の取締役会において、会社法第 459 条第１項の定款の定めに基づき、自己株式

取得に係る事項を決議し、併せて 2023年２月期から株主還元方針を変更することを決議しましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

 

１． 自己株式の取得を行う理由 

 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元策の一環として、自己株式の取得を実

施するものであります。なお、取得した自己株式は全て消却する予定です。 

 

２． 取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類  当社普通株式 

（２）取得しうる株式の総数  600,000株（上限） 

     （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.78％） 

（３）株式の取得価格の総額  1,000,000,000円（上限） 

（４）自己株式取得の期間  2022年４月 15日から 2022年９月 30日まで 

（５）自己株式取得の方法  東京証券取引所における自己株式立会外買付取引 

（ToSTNeT–3）を含む市場買付 

        （注）市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。 

 

（ご参考）2022年２月 28日時点の自己株式の保有 

（１） 発行済株式総数    15,872,451株 

（２） 自己株式数       2,817株 

（３） 発行済株式総数（自己株式を除く）  15,869,634株 
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３．株主還元方針変更の理由 

 当社はかねてより、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識するとともに、将来の持続的

な成長に必要な設備投資等や経営基盤の強化も重要な経営目標と考えております。そのため、内部留保を

確保しつつ、財政状態及び業績動向等、経営状態を総合的に判断して利益配当を行っていく方針としてお

りました。 

 今般、2023年２月期を初年度する５カ年の中期経営計画の策定にあたり、株主・投資家の皆様のご期待

や、当社の経営環境及び資本政策の状況、資本活用の柔軟性の担保等も踏まえた上で、総還元性向を引き

上げることといたしました。 

  

 

４．株主還元方針変更の内容 

変更前 変更後 

配当及び自社株式の取得による総還元性向（注）

20％以上を念頭に置き、配当と自己株式の取得の

配分は、株価水準等に応じて判断致します。 

（注）総還元性向＝（配当支払総額＋自己株式取得

総額）／親会社株主に帰属する当期純利益 

配当及び自社株式の取得による総還元性向（注）

30％以上を念頭に置き、配当と自己株式の取得の

配分は、株価水準等に応じて判断致します。 

（注）総還元性向＝（配当支払総額＋自己株式取得

総額）／親会社株主に帰属する当期純利益 

 

なお、この方針に基づき、2023年２月期につきましては、本日の当社取締役会にて決議された上記自己株式

取得の実施により、当社の総還元性向は目標を大幅に上回る 117.6％になると想定しております。そのため、

2023年２月期における剰余金の配当につきましては行わない予定です。 

 

以 上 


